
令和８年３月市議会定例会議 
 

 

文教福祉常任委員会資料 
 
 
 

議案第２８号 福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件（健康福祉部所管分）・・・・・ ２頁（議案書 ８３頁） 
   【保健総務課】 
 

議案第３５号 福島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 
の一部を改正する条例制定の件  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３頁（議案書１１１頁） 

   【介護保険課】 
 

議案第１９号 令和７年度福島市一般会計補正予算（第９号） ・・・・・・・・・・・・・・・  ４頁（議案書 ５３頁） 
【長寿福祉課】【介護保険課】 

 
議案第２４号 令和７年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算（第３号） ・・・・・・・・  ７頁（議案書 ７１頁） 
【長寿福祉課】【介護保険課】 

 
報告第 １号 専決処分報告の件  
専決第１号 損害賠償の額の決定並びに和解の件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 議案書１６４頁 

   【健康づくり推進課】 
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令和８年３月定例会議提出議案説明資料【健康福祉部】 

議案第２８号 

 （保健総務課） 

１ 条例名 福島市手数料条例の一部を改正する条例（健康福祉部所管分） 

２ 一部改正の趣旨 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令

和７年法律第３７号）が令和７年５月２１日に公布され、これに伴い、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）の一部が改正され、その一

部が令和８年５月１日に施行されることに伴い、その法令の一部を引用する福島市手数料条例につ

いて、所要の改正を行うもの。 

３ 一部改正の概要 
福島市手数料条例の別表第１の５の７の表８の項中「第１４条第１５項」を「第１４条第１３項」

に改める。 

４ 条例改正による 

市民への影響 
法改正による条ずれを改めるものであり、影響はない。 

５ 条例の施行予定日 令和８年５月１日 

６ 経過及び今後の 

スケジュール 

令和７年５月２１日 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和７年法律第３７号）公布 

令和８年５月１日  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和７年法律第３７号）施行 

令和８年５月１日  福島市手数料条例の一部を改正する条例施行 
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令和８年３月定例会議提出議案説明資料【健康福祉部】 

議案第３５号 

 （介護保険課） 

１ 条例名 
福島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例 

２ 一部改正の趣旨 
本条例で引用している「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（厚生労働省令）」

において、一部改正が生じたことに伴い、所要の改正を行なうもの。 

３ 一部改正の概要 

 

福島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例第 18 条第６項の 

一部を下記のとおり改める。 

 

４ 条例改正による 

市民への影響 
なし 

５ 条例の施行予定日 公布の日から施行 

６ 経過及び今後の 

スケジュール 
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正（令和 7年 11 月 20 日施行） 

 

（福島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例） 
第 18 条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。  
(１)～(５) （略） 
(６) 基準省令第 18 条第６号に規定する厚生労働大臣が別に定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方しては
ならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第２条
第 17 項第 18 項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りで
はない。 
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令和８年３月定例会議提出議案説明資料【健康福祉部】

議案第１９号　令和７年度福島市一般会計補正予算（第９号）

3 1 3
16 民生費 社会福祉費 老人福祉費 国庫・県支出金 5,478 - - - 5,478
～ 返還金
17

消費税の課税誤りについて

業務委託契約において、消費税を非課税とすべきところ、誤って消費税を含めた金額で契約を締結し、消費税分を過払いしていた。

 ・事業名　「在宅医療・介護連携推進事業」、「生活支援体制整備事業」、「認知症総合支援事業」

 ・過払い金額（令和元年度～５年度） ３法人  14,074,771 円 （※全額返還）

○令和６年度の包括的支援体制整備事業の
実績に基づき、国・県交付金の返還が生じ
るための補正。（5,140千円）
　また、事業費として過大に受けていた消
費税過払い分について国・県交付金の返還
が生じるための補正。（338千円）

長寿福祉課

予算
説明
書頁

財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（単位：千円）

一般財源県支出金 その他
款 項 目 事  業  名 補正額 国  庫

支出金
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3 1 3
16 民生費 社会福祉費 老人福祉費 22,329 12,576 - 9,700 53 【要旨】

（市債）

【事業内容等】

・別記のとおり

　特別養護老人ホーム等における国土強靭
化対策と一体的に行う大規模修繕を実施す
る者、及び認知症グループホーム等におい
て、利用者等の安全確保等の観点から防災
改修を実施する者に対し、補助を行うも
の。

高齢者福祉施設
整備費補助金

介護保険課

予算
説明
書頁

財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（単位：千円）

一般財源県支出金 その他
款 項 目 事  業  名 補正額 国  庫

支出金

千円

※国補助単価29,260千円、上限額9,753千円

B 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業（大規模修繕等支援事業） 千円

※国補助単価7,730千円

対象施設

特別養護老人
ホーム

対象施設

認知症高齢者グルー
プホーム

A 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業

実施主体

社会福祉法人
あいあい福祉会

実施主体

社会福祉法人
なごみ

屋上防水工事、非常灯
LED化工事

2,823 0 0グループホームいずみ
照明器具LED化工事、
自動水栓交換工事、給
水加圧ポンプ交換工事

6,820 2,823

特別養護老人ホーム
みず和の郷

国 市 事業者
(10/10) (-) (-)

2,823 単位：千円

施設名
事業内容

（補助対象工事）
総事業費

補助
基準額

19,506 単位：千円

施設名
事業内容

（補助対象工事）
補助
基準額 国 市総事業費 事業者

(1/3) (1/3) (1/3)

33,880 29,260 9,753 9,753 9,754
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3 1 5
17 民生費 社会福祉費 介護保険費 介護保険事業費 135 - - - 135

特別会計繰出金

介護保険課

予算
説明
書頁

財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（単位：千円）

一般財源県支出金 その他
款 項 目 事  業  名 補正額 国  庫

支出金

○消費税過払い分返還分のうち、事業費の
財源として負担した第１号保険料分を介護
保険事業費特別会計に繰り出すための補
正。
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令和８年３月定例会議提出議案説明資料【健康福祉部】

議案第２４号　令和７年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算（第３号）

6 1 2
55 諸支出金 償還金 償還金 6,139 - - - 6,139

55 6 2 1
諸支出金 繰出金 一般会計繰出金 1,962 - - - 1,962

長寿福祉課

予算
説明
書頁

財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（単位：千円）

一般財源県支出金 その他
款

〇事業費として過大に受けていた消費税過
払い分について国・県交付金の返還が生じ
るための補正。

他会計繰出
金

〇消費税返還額のうち、市の事業費負担分
を一般会計に繰り出すための補正。

項 目 事  業  名 補正額 国  庫
支出金

償還金及び
還付加算金
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7 1 1
55 予備費 予備費 予備費 予備費 5,523 - - - 5,523 ○今回補正の歳入額から歳出額を引いた余

剰分を予備費とするための補正。

項 目 事  業  名 補正額 国  庫
支出金

介護保険課

予算
説明
書頁

財　　源　　内　　訳
説　　　　明

（単位：千円）

一般財源県支出金 その他
款
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